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○高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について（内規）の一部を改正する規程（20170718 保局第 1号）  新旧対照表 

（改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを

加える。） 

改  正  後 改  正  前 

高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について（内規） 

制定 ２０１７０７１８保局第１号 平成２９年 ７月２５日 

改正 ２０１７１１０２保局第２号 平成２９年１１月１５日 

２０１８０３２３保局第４号 平成３０年 ３月３０日 

２０１８１１０５保局第１号 平成３０年１１月１４日 

２０１８１２１０保局第１号 平成３０年１２月２７日 

２０１８１２２５保局第２号 平成３１年 １月１１日 

２０１９０３０８保局第１号 平成３１年 ３月１５日 

 

（２）一般高圧ガス保安規則の運用及び解釈について 

第４０条関係 

１． ［略］ 

２． 第３号中「その旨」については次のように行うものとする。 

① 明示すべき事項は、「充てん期限〇―□」（〇は年、□は月を示す。）とする。年については、西暦年４桁と

し、月については、次回の再検査を受けないで高圧ガスを充塡できる最終日を含む月とする。 

②・③ ［略］ 

３．～５． ［略］ 

 

第８３条関係 

（１） 定期自主検査の実施時期は事業者の個別の事情に応じて合理的に設定されるものであり、例えば、規則

第７９条第３項に基づき、前回の保安検査の日から１年を経過した日の前後１月以内（認定完成検査実施者、

認定保安検査実施者又は自主保安高度化事業者にあっては、基準日の前後３月以内）に受け又は自ら行う

保安検査に対応して定期自主検査の実施日を設定することも可能である。 

（２） 第５項第２号の「検査の結果」には、検査の結果に対してとった措置を含むものとする。 

 

（３）液化石油ガス保安規則の運用及び解釈について 

第４１条関係 

（１） ［略］ 

（２） 第３号の「その旨」については次のように行うものとする。 

① 明示すべき事項は、「充てん期限〇―□」（〇は年、□は月を示す。）とする。年については、西暦年４桁と

し、月については、次回の再検査を受けないで高圧ガスを充塡できる最終日を含む月とする。法第４８条第

５項の特別充塡許可を受けている容器であって、再検査期限よりも特別充塡期限が短い容器については、

特別充塡期限を充塡期限として明示されたい。 

②・③ ［略］ 

高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について（内規） 

制定 ２０１７０７１８保局第１号 平成２９年 ７月２５日 

改正 ２０１７１１０２保局第２号 平成２９年１１月１５日 

２０１８０３２３保局第４号 平成３０年 ３月３０日 

２０１８１１０５保局第１号 平成３０年１１月１４日 

２０１８１２１０保局第１号 平成３０年１２月２７日 

２０１８１２２５保局第２号 平成３１年 １月１１日 

 

 

（２）一般高圧ガス保安規則の運用及び解釈について 

第４０条関係 

１． ［略］ 

２． 第３号中「その旨」については次のように行うものとする。 

① 明示すべき事項は、「充塡期限平□―〇」（□は年、〇は月を示す。）とし、月については、次回の再検査を受

けないで高圧ガスを充塡できる最終日を含む月とする。 

②・③ ［略］ 

３．～５． ［略］ 

 

第８３条関係 

［新設］ 

 

 

 

第５項第２号の「検査の結果」には、検査の結果に対してとった措置を含むものとする。 

 

（３）液化石油ガス保安規則の運用及び解釈について 

第４１条関係 

（１） ［略］ 

（２） 第３号の「その旨」については次のように行うものとする。 

① 明示すべき事項は、「充塡期限平□―〇」（□は年、〇は月を示す。）とし、月については次回の再検査を

受けないで高圧ガスを充塡できる最終日を含む月とする。法第４８条第５項の特充許可を受けている容器で

あって、再検査期限よりも特充期限が短い容器については、特充期限を充塡期限として明示されたい。 

 

②・③ ［略］ 



 

 

（３）・（４） ［略］ 

 

第８１条関係 

（１） 定期自主検査の実施時期は事業者の個別の事情に応じて合理的に設定されるものであり、例えば、規則

第７７条第３項に基づき、前回の保安検査の日から１年を経過した日の前後１月以内（認定完成検査実施者、

認定保安検査実施者又は自主保安高度化事業者にあっては、基準日の前後３月以内）に受け又は自ら行う

保安検査に対応して定期自主検査の実施日を設定することも可能である。 

（２） 第６項第２号の「検査の結果」には、検査の結果に対してとった措置を含むものとする。 

 

（４）コンビナート等保安規則の運用及び解釈について 

第３８条関係 

（１） 定期自主検査の実施時期は事業者の個別の事情に応じて合理的に設定されるものであり、例えば、規則

第３４条第３項に基づき、前回の保安検査の日から１年を経過した日の前後１月以内（認定完成検査実施者、

認定保安検査実施者又は自主保安高度化事業者にあっては、基準日の前後３月以内）に受け又は自ら行う

保安検査に対応して定期自主検査の実施日を設定することも可能である。 

（２） 第５項第２号の「検査の結果」には、検査の結果に対してとった措置を含むものとする。 

（３）・（４） ［略］ 

 

第８１条関係 

［新設］ 

 

 

 

第６項第２号の「検査の結果」には、検査の結果に対してとった措置を含むものとする。 

 

（４）コンビナート等保安規則の運用及び解釈について 

第３８条関係 

［新設］ 

 

 

 

第５項第２号の「検査の結果」には、検査の結果に対して採った措置を含むものとする。 

 



 

 

○国際相互承認に係る容器保安規則の機能性基準の運用について（20181105 保局第 4 号） 新旧対照表 

（次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる既定の傍線を付した部分のように改める。） 

改 正 後 改 正 前 

国際相互承認に係る容器保安規則の機能性基準の運用について 

制定 ２０１８１１０５保局第４号平成３０年１１月１４日 

改正 ２０１８１２１０保局第１号平成３０年１２月２７日 

２０１９０３０８保局第１号平成３１年 ３月１５日 

 

別添３ 国際相互承認容器等製造設備及び容器等検査設備の技術基準の解釈 

 （保証圧力試験設備） 

第７４条 保証圧力試験設備は、当該設備のうち各号に掲げる機器につい

て、それぞれ次に掲げる能力を有していること。 

（１）［略］ 

（２）圧力計 最高測定値が試験圧力の１．５倍以上であって３倍以下で

あること。 

 

 （安全弁気密試験設備） 

第１０１条 安全弁気密試験設備は、当該設備のうち次の各号に掲げる機器

について、気密試験圧力に応じてそれぞれ次に掲げる能力を有しているこ

と。 

（１） ［略］ 

（２）圧力計 最高測定値が試験圧力の１．５倍以上であって３倍以下で

あること。 

 

 （バルブ及び逆止弁予冷水素暴露試験設備） 

第１２１条 バルブ及び逆止弁予冷水素暴露試験設備は、当該設備のうち、次

の各号に掲げる機器について、それぞれ次に掲げる能力を有していること。 

（１）～（４） ［略］ 

 

国際相互承認に係る容器保安規則の機能性基準の運用について 

制定 ２０１８１１０５保局第４号平成３０年１１月１４日 

改正 ２０１８１２１０保局第１号平成３０年１２月２７日 

 

 

別添３ 国際相互承認容器等製造設備及び容器等検査設備の技術基準の解釈 

 （保証圧力試験設備） 

第７４条 保証圧力試験設備は、当該設備のうち各号に掲げる機器につい

て、それぞれ次に掲げる能力を有していること。 

（１） ［略］ 

（２）圧力計 最高測定値が試験圧力の１．５倍であって以上３倍以下で

あること。 

 

 （安全弁気密試験設備） 

第１０１条 安全弁気密試験設備は、当該設備のうち次の各号に掲げる機器

について、気密試験圧力に応じてそれぞれ次に掲げる能力を有しているこ

と。 

（１） ［略］ 

（２）圧力計 最高測定値が試験圧力の１．５倍以上３倍以下であるこ

と。 

 

 （バルブ及び逆止弁予冷水素暴露試験設備） 

第１２１条 バルブ及び逆止弁予冷水素暴露試験設備は、当該設備のうち、次

の各号に掲げる機器について、それぞれ次に掲げる力を有していること。 

（１）～（４） ［略］ 

 



 

 

別添４ 品質管理の方法及び検査のための組織の技術基準の解釈 

 （組織の連携） 

第１５条 ［略］ 

２ 前項のプロセスには、各組織間及び各組織と容器等検査員の間の有機

的な連携の方法が含まれていること。 

 

 （設計・開発） 

第２３条 ［略］ 

２～６ ［略］ 

７ 工場等は、容器等が指定された用途又は意図された用途を満たしている

ことを確実にするために、設計・開発の妥当性の確認を行っていること。

また、その結果の記録及び必要に応じて講じた処置の記録を維持している

こと。 

８ ［略］ 

別添４ 品質管理の方法及び検査のための組織の技術基準の解釈 

 （組織の連携） 

第１５条 ［略］ 

２ 前項の又は容器等検査員の間の有機的な連携の方法が含まれているこ

と。 

 

 （設計・開発） 

第２３条 ［略］ 

２～６ ［略］ 

７ 工場等は、容器等が指定された用途又は意図された用途を満たしている

ことを確実にするために、設計・開発の妥当性の確認を行っていること。

結果の記録及び必要に応じて講じた処置の記録を維持していること。 

 

８ ［略］ 

 



 

 

○特定設備検査規則の機能性基準の運用について（20181105 保局第 6 号） 新旧対照表 

（次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し、又は破線で囲んだ部分はこれに順次対応する改正後欄に掲げる既定の傍線を付し、又は破線で囲んだ

部分のように改める。） 

改 正 後 改 正 前 

特定設備検査規則の機能性基準の運用について 

制定 ２０１８１１０５保局第６号平成３０年１１月１４日 

改正 ２０１９０３０８保局第１号平成３１年 ３月１５日 

 

別添１ 特定設備の技術基準の解釈 

 

 （管以外の部分の最小厚さ） 

第６条 特定設備の次の各号に掲げる部分は、当該各号に定める最小厚

さ以上の厚さを有するものでなければならない。この場合において、

炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板を使用する部分の厚さは２.５㎜（使用す

る炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板が腐食し、又は摩耗するおそれがある

場合にあっては、３.５㎜又は次の各号に定める最小厚さに１㎜を加え

た厚さのいずれか大なる値）以上、高合金鋼鋼板又は非鉄金属板を使

用する部分の厚さは１.５㎜（使用する高合金鋼鋼板又は非鉄金属板が

腐食し、又は摩耗するおそれのある場合にあっては、２.５㎜又は次の

各号に定める最小厚さに１㎜を加えた厚さのいずれか大なる値）以上

でなければならないものとする。 

(1) 胴板（内面に圧力を受けるものに限る。） 次のイからハまでに

掲げる胴板の種類に応じ当該イからハまでに定める最小厚さ 

イ・ロ ［略］ 

ハ 円すい胴の胴板 

① 円すいの部分 次の算式により得られる最小厚さ 

 

 

 

特定設備検査規則の機能性基準の運用について 

制定 ２０１８１１０５保局第６号平成３０年１１月１４日 

 

 

別添１ 特定設備の技術基準の解釈 

 

 （管以外の部分の最小厚さ） 

第６条 特定設備の次の各号に掲げる部分は、当該各号に定める最小厚

さ以上の厚さを有するものでなければならない。この場合において、

炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板を使用する部分の厚さは２.５㎜（使用す

る炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板が腐食し、又は摩耗するおそれがある

場合にあっては、３.５㎜又は次の各号に定める最小厚さに１㎜を加え

た厚さのいずれか大なる値）以上、高合金鋼鋼板又は非鉄金属板を使

用する部分の厚さは１.５㎜（使用する高合金鋼鋼板又は非鉄金属板が

腐食し、又は摩耗するおそれのある場合にあっては、２.５㎜又は次の

各号に定める最小厚さに１㎜を加えた厚さのいずれか大なる値）以上

でなければならないものとする。 

(1) 胴板（内面に圧力を受けるものに限る。） 次のイからハまでに

掲げる胴板の種類に応じ当該イからハまでに定める最小厚さ 

イ・ロ ［略］ 

ハ 円すい胴の胴板 

① 円すいの部分 次の算式により得られる最小厚さ 

 

 

 

𝑡 =
PD𝑖

2 cos𝜃 (𝜎a𝜂 − 0.6P)
 𝑡 =

PD𝑖

4𝜎a𝜂 − 0.4P
 



 

 

この式において、ｔ、Ｐ、Ｄｉ、θ、σa 及びηは、それぞれ次の

値を表すものとする。 

ｔ 胴板の最小厚さ（単位 ㎜） 

Ｐ 設計圧力（単位 ＭＰａ） 

Ｄｉ 胴板の最小厚さを計算する各部分の内径で円すいの軸に対し

直角に測ったもの（単位 ㎜） 

θ 円すいの頂角の２分の１の値 

σa 設計温度における材料の許容引張応力（単位 Ｎ／㎜２） 

η 溶接継手の効率 

②・③ ［略］ 

(2)～(15) ［略］ 

２・３ ［略］ 

 

 （材料の縦弾性係数及び線膨張係数） 

第１２条 材料の縦弾性係数及び線膨張係数は、次の表に掲げる材料の種類及

び設計温度に応じ、それぞれ同表に掲げる数値とする。 

 

第１２条表 

種類の記号 

縦弾性係数（1000Ｘ Ｎ／㎜２） 

設計温度 ℃ 

［略

］ 
-125 ［略］ 

［略］ ［略］ 

アルミニウム合金

(1050,1070,1080,1

100,1200,3003,300

4,3203,6061,6063） 

［略

］ 
74 ［略］ 

［略］ ［略］ 

 

この式において、ｔ、Ｐ、Ｄｉ、θ、σa 及びηは、それぞれ次の

値を表すものとする。 

ｔ 胴板の最小厚さ（単位 ㎜） 

Ｐ 設計圧力（単位 ＭＰａ） 

Ｄｉ 胴板の最小厚さを計算する各部分の内径で円すいの軸に対し

直角に測ったもの（単位 ㎜） 

θ 円すいの頂角の２分の１の値 

σa 設計温度における材料の許容引張応力（単位 Ｎ／㎜２） 

η 溶接継手の効率 

②・③ ［略］ 

(2)～(15) ［略］ 

２・３ ［略］ 

 

 （材料の縦弾性係数及び線膨張係数） 

第１２条 材料の縦弾性係数及び線膨張係数は、次の表に掲げる材料の種類及

び設計温度に応じ、それぞれ同表に掲げる数値とする。 

 

第１２条表 

種類の記号 

縦弾性係数（1000Ｘ Ｎ／㎜２） 

設計温度 ℃ 

［略

］ 
-125 ［略］ 

［略］ ［略］ 

アルミニウム合金

(1050,1070,1080,1

100,1200,3003,300

4,3203,6061,6063） 

［略

］ 
7 ［略］ 

［略］ ［略］ 

 



 

 

 （伸縮継手） 

第１７条 次に掲げる算式により得られる胴板又は管に生ずる引張応力又は

圧縮応力の値が胴板又は管の材料の設計温度における許容引張応力又は許

容圧縮応力を超える特定設備にあっては、胴板に伸縮継手を取り付けなけ

ればならない。 

 これらの式において σs、σt、Ａs、Ａt、Ｆ１、Ｆ２及びＦ３は、それぞれ次

の値を表すものとする。 

σs 胴板に生ずる引張応力又は圧縮応力（単位 Ｎ／㎜２） 

σt 管に生ずる引張応力又は圧縮応力（単位 Ｎ／㎜２） 

Ａs 胴板の横断面積（単位 ㎜２） 

Ａt 管の断面積の合計（単位 ㎜２） 

Ｆ1 胴板と管との温度差によって生ずる力で、次の算式により得られる値

（単位 Ｎ） 

 

 

 

 （伸縮継手） 

第１７条 次に掲げる算式により得られる胴板又は管に生ずる引張応力又は

圧縮応力の値が胴板又は管の材料の設計温度における許容引張応力又は許

容圧縮応力を超える特定設備にあっては、胴板に伸縮継手を取り付けなけ

ればならない。 

 これらの式において σs、σt、Ａs、Ａt、Ｆ１、Ｆ２及びＦ３は、それぞれ次

の値を表すものとする。 

σs 胴板に生ずる引張応力又は圧縮応力（単位 Ｎ／㎜２） 

σt 管に生ずる引張応力又は圧縮応力（単位 Ｎ／㎜２） 

Ａs 胴板の横断面積（単位 ㎜２） 

Ａt 管の断面積の合計（単位 ㎜２） 

Ｆ1 胴板と管との温度差によって生ずる力で、次の算式により得られる値

（単位 Ｎ） 

 

 

 

 

 

 

F1 =
δAsAtEsEt

ℓ(AsEs + AtEt)
 F1 =

δAsAtEsEtW

ℓ(AsEs + AtEt)
 


